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●月4回発行（毎週金曜日）　●購読料／月700円

農業の「いま」と「これから」をタイムリーにお届けします

申込／農業委員または農業委員会事務局へ 関心のある方は農業委員会事務局へ

農業で働く方のライフステージに
寄り添う年金制度です。

農業者年金に加入しませんか？

国が
支える

安心
が大
きくな

る

保険料の見直し・脱退や再加入可能！

60歳未満の国民年金第1号被保険者
年間60日以上農業に従事している方

加入対象
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農地を農地以外にする

耕作目的で農地を売買・貸借する場合、
取得後の耕作面積の合計が50a（北海道
は2ha）以上と下限面積要件が定められて
います。

ただし、地域の農家規模や遊休農地の状
況などから、農業委員会が「別段の面積」を
定めた場合はその面積が基準となります。

糸魚川市農業委員会では、旧町村を単
位に、右の表のとおり別段の面積を定めて
います。

空き家に付属した農地を空き家と
ともに取得する場合で、一定の条件
を満たす場合、下限面積（別段面積）
を１㎡とすることができます。

農地の賃借、売買、交換については、
農業委員会事務局へお問い合わせください。

糸魚川ユネスコ
世界ジオパークのまち

別段の面積区　　域

糸
魚
川
地
域

10a（1反）

20a（2反）

20a（2反）

10a（1反）

10a（1反）

20a（2反）

20a（2反）

10a（1反）

10a（1反）

20a（2反）

浦 本 地 区

下 早 川 地 区

上 早 川 地 区

大 和 川 地 区

西 海 地 区

糸 魚 川 地 区

大 野 地 区

根 知 地 区

小 滝 地 区

今 井 地 区

能
生
地
域

青
海
地
域

20a（2反）

10a（1反）

20a（2反）

10a（1反）

10a（1反）

10a（1反）

10a（1反）

10a（1反）

20a（2反）

磯 部 地 区

能 生 地 区

能 生 谷 地 区

木 浦 地 区

青 海 地 区

須沢・今村新田地区

歌 ・ 外 波 地 区

市 振 地 区

上 路 地 区

（大字田海、寺地など）

農地を農地以外にする場合には手続きが必要です

農地を相続したときは届出が必要です

農地を相続した場合、権利を取得した人は、農地のある市町村に届出が
必要です。届出の際には、相続した農地がわかる資料をお待ちください。

農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者
・ 相続（遺産分割・包括遺贈を含む）
・ 法人の合併・分割
・ 時効

農地を農地以外にすることを「農地転用」といい、農地転用する場合は、農地法の許可が必要です。

●住宅を建てる　●農業用施設を建てる　●資材置場にする　など

平成30年11月16日改正農地法施行により、農業用ハウス等の底地を全面
コンクリート張りする場合も、一定の要件を満たす施設は、農地転用に該当
しなくなりました。
ただし、事前に農業委員会への届け出が必要です。

１　農地法第４条
　　農地の所有者自らが、その農地を転用する場合

２　農地法第５条
　　農地の所有者から農地を買う又は借りてその農地を転用する場合

宅地

転用許可の方法は２種類あります。

底面の全部がコンクリートで覆われた農業用施設の取り扱い

農地

主な条件
• 農地が「遊休農地」であること

• 一般社団法人空き家活用ネットワーク
糸魚川の空き家バンクに登録された
空き家であること

• 肥培管理を行い農作物を作付すること

など

空き家に付属した農地を
取得する場合
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米 原  文 明さん（7０歳）（寺島区）

農業委員・農地利用最適化推進委員の担当区域

米原　文明

・上記は農業委員、農地利用最適化推進委員の地区担当表です。農地の貸借・売買・交換についてご相談ください。

農業委員の欠員に伴い新たに農業委員に任命されました寺島区
在住の米原文明さんです。
兼業農家をされておられましたが、退職を機に農業に専念。現在、
寺島区の農区長も務めておられ、今後は、農業委員としてもご活躍
されることとなりましたので、ご支援ご協力をお願い申し上げます。

新たな農業委員さんの紹介

農業委員

米原 文明
（糸魚川）

W ELCO M E

（田 10a当たり）

・データ数は集計に用いた契約筆数です。申請件数の少ない地域は表示していません。
・著しく高額または低額な契約、無償の貸借契約はデータから除外しています。

〈補足〉

地区名 平均額
（円）

－　  

10,200 

8,500 

7,600 

6,800 

12,200 

10,600 

9,000 

－　  

11,900 

11,700 

－　  

11,800 

－　  

－　  

最高額
（円）

－　  

17,300 

15,200 

13,000 

10,000 

15,700 

15,300 

15,400 

－　  

14,700 

19,600 

－　  

18,000 

－　  

－　  

最低額
（円）

－　  

3,500 

3,000 

7,000 

4,400 

7,300 

4,000 

4,000 

－　  

10,000 

4,000 

－　  

4,000 

－　  

－　  

データ数
（筆数）

－　  

277 

81 

67 

83 

86 

67 

100 

－　  

41 

23 

－　  

294 

－　  

－　  

浦 本 地 区

下 早 川 地 区

上 早 川 地 区

大 和 川 地 区

西 海 地 区

糸 魚 川 地 区

大 野 地 区

根 知 地 区

小 滝 地 区

今 井 地 区

磯 部 地 区

能 生 地 区

能 生 谷 地 区

木 浦 地 区

青海地区（全域）

平成30年賃借料情報

糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報糸魚川市内の昨年の水田の賃借料情報

昨年１月～12月に契約された水田の
賃借料を基にした参考額です。

なお、農地の賃借料は個々条件が異
なりますので、借り手・貸し手の皆さんの
話し合いで決めてください。
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農地を農地以外にする

耕作目的で農地を売買・貸借する場合、
取得後の耕作面積の合計が50a（北海道
は2ha）以上と下限面積要件が定められて
います。

ただし、地域の農家規模や遊休農地の状
況などから、農業委員会が「別段の面積」を
定めた場合はその面積が基準となります。

糸魚川市農業委員会では、旧町村を単
位に、右の表のとおり別段の面積を定めて
います。

空き家に付属した農地を空き家と
ともに取得する場合で、一定の条件
を満たす場合、下限面積（別段面積）
を１㎡とすることができます。

農地の賃借、売買、交換については、
農業委員会事務局へお問い合わせください。

糸魚川ユネスコ
世界ジオパークのまち

別段の面積区　　域

糸
魚
川
地
域

10a（1反）

20a（2反）

20a（2反）

10a（1反）

10a（1反）

20a（2反）

20a（2反）

10a（1反）

10a（1反）

20a（2反）

浦 本 地 区

下 早 川 地 区

上 早 川 地 区

大 和 川 地 区

西 海 地 区
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能
生
地
域

青
海
地
域
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10a（1反）
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10a（1反）

10a（1反）

20a（2反）
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農地を相続したときは届出が必要です

農地を相続した場合、権利を取得した人は、農地のある市町村に届出が
必要です。届出の際には、相続した農地がわかる資料をお待ちください。

農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者
・ 相続（遺産分割・包括遺贈を含む）
・ 法人の合併・分割
・ 時効

農地を農地以外にすることを「農地転用」といい、農地転用する場合は、農地法の許可が必要です。

●住宅を建てる　●農業用施設を建てる　●資材置場にする　など

平成30年11月16日改正農地法施行により、農業用ハウス等の底地を全面
コンクリート張りする場合も、一定の要件を満たす施設は、農地転用に該当
しなくなりました。
ただし、事前に農業委員会への届け出が必要です。

１　農地法第４条
　　農地の所有者自らが、その農地を転用する場合

２　農地法第５条
　　農地の所有者から農地を買う又は借りてその農地を転用する場合

宅地

転用許可の方法は２種類あります。

底面の全部がコンクリートで覆われた農業用施設の取り扱い

農地

主な条件
• 農地が「遊休農地」であること

• 一般社団法人空き家活用ネットワーク
糸魚川の空き家バンクに登録された
空き家であること

• 肥培管理を行い農作物を作付すること

など

空き家に付属した農地を
取得する場合


